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回次 第１期 第２期

決算年月 2024年３月 2025年３月

営業収益 （百万円） － －

経常損失（△） （百万円） △12,994 △7,351

当期純損失（△） （百万円） △12,996 △7,353

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － －

資本金 （百万円） 12,082 35,832

発行済株式総数 （株） 483,300 1,433,300

純資産額 （百万円） 11,003 51,150

総資産額 （百万円） 26,829 56,786

１株当たり純資産額 （円） 22,767.93 35,686.95

１株当たり配当額
（円）

－ －

（うち１株当たり中間配当額） （－） （－）

１株当たり当期純損失（△） （円） △51,728.19 △6,196.70

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 （円） － －

自己資本比率 （％） 41.0 90.1

自己資本利益率 （％） △118.1 △23.7

株価収益率 （倍） － －

配当性向 （％） － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △111 △1,384

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △22,321 △21,157

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 23,218 29,306

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 842 7,607

従業員数 (人) － 8

株主総利回り (％) － －

最高株価 （円） － －

最低株価 （円） － －

第１【法人の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

　　　２．当社は、第１期より財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

　　　３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

　　　４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　　　５．株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますので記載してお

りません。
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2021年12月 大阪ＩＲ株式会社を設立

2023年４月 国土交通大臣より「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画」（以下、「区域

整備計画」といいます。）の認定

2025年５月 商号をＭＧＭ大阪株式会社に変更

２【沿革】

３【事業の内容】

当社は、大阪府及び大阪市（以下、「大阪府・市」といいます。）と共同して作成した区域整備計画について、

2022年４月27日に特定複合観光施設区域整備法（平成30年法律第80号（以下、「ＩＲ整備法」といいます。））第９

条第１項の規定に基づき国への認定申請を行い、区域整備計画は、2023年４月14日にＩＲ整備法第９条第11項の規定

に基づき、国土交通大臣より認定を受けました。

当社は、区域整備計画やＩＲ整備法に沿って、特定複合観光施設（カジノ施設、国際会議場施設、展示等施設、魅

力増進施設、送客施設、宿泊施設、来訪・滞在促進寄与施設（以下、「ＩＲ施設」といいます。））の設置運営事業

及び特定複合観光施設の設置運営事業に附帯する事業（以下、併せて「本事業」といいます。）を行っています。

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所有割
合又は被所有割
合（％）

関係内容

（その他の関係会社）

合同会社日本ＭＧＭリゾーツ

（注）１

東京都千代田区 0
統合型リゾートの

開発機会の調査

被所有

50.00

業務委託

役員の兼任

出向者の受入

（その他の関係会社）

オリックス株式会社

（注）２

東京都港区 221,111
多角的金融サービ

ス

被所有

50.00

業務委託

役員の兼任

出向者の受入

金銭債務等保証

建設関連費用の

支払の保証

４【関係会社の状況】

（注）１．　合同会社日本ＭＧＭリゾーツはＭＧＭリゾーツ・インターナショナルを完全親会社としていることから、

ＭＧＭリゾーツ・インターナショナルは当社の「その他の関係会社の親会社」に該当します。

　なお、ＭＧＭリゾーツ・インターナショナルと当社との間で役員１名の受入と金銭債務等保証及び建設関

連費用の支払の保証があります。

　また、これ以外に、合同会社日本ＭＧＭリゾーツとの関係で、その他の関係会社が３社あります。

２．　有価証券報告書を提出しております。

（１）提出会社の状況

2025年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

8　(注)１ 45.28 0.3 －(注)２

事業部門の名称 従業員数（人）

管理部 ６

内部監査担当 ２

合計 ８

５【従業者の状況】

セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

（注）１．　従業員数は就業人員（出向者）を記載しております。

２．　従業員は出向者のみで構成されているため、記載を省略しております。
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（２）労働組合の状況

　該当事項はありません。

（３）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

　　当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象で

はないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(１）経営方針

大阪府・市と共同して、世界最高水準の成長型ＩＲの実現を図ることで、成長産業たる観光分野の基幹産業化を図

るとともに、大阪経済の更なる成長と観光や地域経済の振興、財政の改善への貢献を持続的に発現し、もって我が国

全体の観光及び経済振興の起爆となることをめざします。

(２）経営戦略等

観光先進国の実現に向けて日本型ＩＲを整備し、その意義を十分に発揮するという国の目標を踏まえつつ、大阪を

はじめ、関西・日本全体の更なる観光及び経済振興を実現するため、「世界水準のオールインワンＭＩＣＥ拠点の形

成」「国内外からの集客力強化への貢献」「日本観光のゲートウェイの形成」に取組みます。

(３）経営環境

大阪の更なる成長のためには、人口減少や超高齢化が進み、需要・労働力の減少等が懸念される中において、今後

の市場拡大等将来性が見込まれる成長産業への注力が必要です。この点、我が国では観光は成長戦略の柱であるとい

う認識のもと、訪日外国人旅行客数を2030年に6,000万人とする目標を掲げており、大阪においてはこれまで旅行者

数が全国を上回る伸び率で増加するとともに、旅行消費額も大きく増加してきたところであり、引き続き観光産業に

は大きなニーズと将来性があります。2020年以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、観光関連産業

には深刻な影響が生じましたが、2024年の訪日外国人旅行客数は約3,686万人と過去最高を記録し、観光需要のさら

なる後押しのための取組の重要性が一層高まっています。

(４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

世界最高水準の成長型ＩＲを実現し、大阪経済の成長と観光や地域経済の振興等に貢献するため、地盤沈下、液状

化、土壌汚染等の土地課題対策を実施するとともに、インフレ等による建設資材や労務費等の建設コストへの影響を

管理しながら、特定複合観光施設の開発を進めることが重要と考えております。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(１）ガバナンス及びリスク管理

　当社は、「第４提出会社の状況　４コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概

要」に記載のとおり、コーポレート・ガバナンス及びリスク管理の体制を構築しており、サステナビリティ関連の

リスク及び機会を監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続につきましても、この体制下で行

うこととしております。

(２）戦略

①　スマートなまちづくり（環境負荷低減等）の方針

　ＩＲ施設整備（建設）において、将来的な廃棄物抑制や大気汚染物質の排出量低減に努めていきます。

②　人的資本の戦略

　現状は、従業員は出向者のみで構成されていますが、将来的には、多様な人材を受け入れ、活躍できる労働環

境や人事制度を構築します。

(３）指標及び目標

①　スマートなまちづくり（環境負荷低減等）の指標及び目標

　施設運営で消費するエネルギー、水、燃料の消費量の継続的な低減につながる目標を検討していきます。

　なお、区域整備計画において、ＩＲ施設には先端技術を導入したエネルギーセンターを設置することとしてお

ります。このエネルギーセンターでは、エネルギーを一元管理するほか、コージェネレーションシステム等を導

入し、省エネルギーの促進をしていくこととしています。

②　人的資本の指標及び目標

　現状は、従業員は出向者のみのため指標を設けておりませんが、将来的には、管理職における女性比率等の指

標を設定する予定です。
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３【事業等のリスク】

　当社の主な事業リスクとして、以下のものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(１）区域整備計画の認定の更新・取消リスク

　ＩＲ整備法では、区域整備計画の認定の有効期間は10年（更新された場合の有効期間は５年）となっておりま

す。当社は、区域整備計画の認定の更新・維持ができるよう、体制を構築していく予定ですが、区域整備計画がＩ

Ｒ整備法に掲げる基準に適合しなくなった場合等には、認定の更新を受けられない可能性があります。

　また、有効期間中においても、区域整備計画がＩＲ整備法に掲げる基準に適合しなくなった場合等には、国土交

通大臣により区域整備計画の認定が取り消される可能性があります。

(２）カジノ事業の免許取得リスク

　カジノ事業を行うためには、カジノ管理委員会から免許を受ける必要があります。免許の取得・維持ができるよ

う、ＩＲ整備法やカジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則（令和３年カジノ管理委員会規則第

１号）以下、「カジノ管理委員会規則」といいます。）をはじめとした各種法令を遵守する体制の整備及びカジノ

施設の設計等を行っていく予定ですが、ＩＲ整備法やカジノ管理委員会規則に掲げる基準に適合しない場合、免許

が付与されない可能性があります。

(３）法令・制度変更リスク

　ＩＲ関連税制、納付金や入場料の増額等を含むＩＲ整備法、カジノ管理委員会規則を含む各種関連法令の制定・

変更等によって、当社の事業性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

(４）資金調達リスク

　本事業の推進に要する資金は既存株主である合同会社日本ＭＧＭリゾーツ及びオリックス株式会社等からの出資

に加え、多くの部分を金融機関からの融資で調達する予定です。金融機関と融資契約を締結したものの、融資実行

条件が充足せず金融機関からの融資が確保できない場合、本事業の実施に重大な悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

(５）施設開発リスク

　本事業の建設用地の所在地である夢洲は埋立地であり、特定複合観光施設の建設にあたっては、地盤沈下、液状

化、土壌汚染等の土地課題対策が必要となります。今後、調査等を通じて具体的な対策を確定することになります

が、施設開発に重大な悪影響を及ぼす事象が判明した場合、事業の実現、運営、投資リターン、工程に重大な悪影

響を及ぼす可能性があります。

(６）建設コスト増加リスク

　本事業は、工事期間が長期に亘ること、世界的な原材料価格上昇や円安により建設資材価格が高騰しているこ

と、人手不足や賃上げを要因として労務単価が上昇していることから、工事期間中の建設コストの上昇につながっ

た場合、当社の事業性に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社は、特定複合観光施設の営業を開始していないため、業務区分ごとの記載はしておりません。

（１）財政状態の状況

　（資産）

　当事業年度末の資産は、前事業年度末に比べ29,956百万円増加し、56,786百万円となりました。これは主に現

金及び預金が6,764百万円、建設仮勘定が9,160百万円、長期立替金が9,974百万円増加したこと等によるもので

す。

　（負債）

　当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ10,189百万円減少し、5,636百万円となりました。これは主に未

払金が11,078百万円減少した一方で、流動負債その他が212百万円、長期借入金が373百万円増加したこと等によ

るものです。

　（純資産）

　当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ40,146百万円増加し、51,150百万円となりました。これは主に

新株発行に伴い資本金及び資本準備金がそれぞれ23,750百万円増加した一方で、繰越利益剰余金が7,353百万円

減少したことによるものです。

（２）経営成績の状況

　当事業年度においては、営業収益はありませんでした。

　営業費用は、租税公課616百万円、賃借料254百万円、業務委託費220百万円を計上したこと等から1,135百万円

となり、営業損失は1,135百万円(前年同期は営業損失205百万円)となりました。

　営業外費用は、融資関連費用6,048百万円を計上したこと等から6,218百万円となり、経常損失は7,351百万円

(前年同期は経常損失12,994百万円)となりました。

　これに法人税、住民税及び事業税２百万円を計上した結果、当期純損失は7,353百万円(前年同期は当期純損失

12,996百万円)となりました。

　なお、「令和６年度（2024 年度）大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事業計画」の収支計画にお

ける当期純損失約100億円との主な差異は、賃借料等の営業費用となります。

（３）キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物は、期首に比べ6,764百万円増加し、7,607百万円となりました。

　営業活動により支出した資金は1,384百万円(前年同期は111百万円の支出)となりました。これは主に、税引前

当期純損失7,351百万円の計上、融資関連費用6,048百万円の計上等によるものです。

　投資活動により支出した資金は21,157百万円(前年同期は22,321百万円の支出)となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出7,474百万円、長期立替金の支払いによる支出9,079百万円等によるものです。

　財務活動により得られた資金は29,306百万円(前年同期は23,218百万円の収入)となりました。これは株式の発

行による収入47,333百万円、融資関連費用の支払額18,514百万円等によるものです。

契約締結時期 契約会社名 相手先の名称 契約内容

2023年９月 当社 大阪府
大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等 実施

協定書（注）１

2023年９月 当社 大阪市
大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 事

業用定期借地権設定契約書

2023年９月 当社 大阪府、大阪市
大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整

備に関する協定

2023年９月 当社 大阪府、大阪市
大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の立地及び整

備に係る土地使用等に関する協定

５【重要な契約等】
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契約締結時期 契約会社名 相手先の名称 契約内容

2024年３月 当社

株式会社三菱ＵＦＪ

銀行、株式会社三井

住友銀行、他

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業金銭

消費貸借契約書（注）２

2024年３月

当社

合同会社日本ＭＧＭ

リゾーツ

オリックス株式会社

ＭＧＭリゾーツ・イ

ンターナショナル

株式会社三菱ＵＦＪ

銀行、株式会社三井

住友銀行、他

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業中核

株主等確認書（注）３

2025年３月 当社

株式会社竹中工務

店、株式会社竹中土

木、株式会社銭高

組、南海辰村建設株

式会社、株式会社淺

沼組、株式会社松村

組、株式会社森組

請負契約書（本体建物工事用）（注）４

2025年３月 当社

株式会社大林組、大

鉄工業株式会社、Ｔ

ＳＵＣＨＩＹＡ株式

会社、富国建設株式

会社

請負契約書（本体建物工事用）（注）５

シニアローン 消費税ローン

借入枠 5,300億円 969億円

最終返済期日 2039年３月末日 2032年３月末日

（注）１．　当実施協定書には、オリックス株式会社及びＭＧＭリゾーツ・インターナショナルによる全部開業までに

当社が負担する金銭債務等の連帯保証（保証の上限額はそれぞれ126.5億円）及び資金拠出義務が付されて

おります。

２．　当社は、2024年３月29日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする金銭消

費貸借契約を締結しております。

　　　なお、金銭消費貸借契約の概要は以下のとおりであります。

　　上記の他、極度ローン枠500億円を設定しております。

　　本契約には財務制限条項が付されており、開業日以降は当該条項に抵触した場合、当社の財政状態に悪影響

が及ぶ可能性があります。

３．　当中核株主等確認書には、オリックス株式会社及びＭＧＭリゾーツ・インターナショナルによる建設関連

費用の支払の保証が付されております。

４．　当社は、2025年３月28日に(仮称)大阪ＩＲプロジェクト ブロックＢ本体建物工事 共同企業体を構成する

各社とＩＲ施設建物工事の請負契約を締結しております。

５．　当社は、2025年３月28日に大林組・大鉄工業・ＴＳＵＣＨＩＹＡ・富国建設共同企業体を構成する各社と

ＩＲ施設建物工事の請負契約を締結しております。

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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業務区分 カジノ業務

カジノ行為

区画内関連

業務

国際会議場

施設業務

展示等施設

業務

魅力増進施

設業務

送客施設業

務

宿泊施設業

務

来訪・滞在

促進寄与施

設業務

合計

　設備投資額 5 9 1 1 2 2 33 35 91

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社では、ＩＲ施設の建設のため、設備投資を行っております。当事業年度の設備投資（建設仮勘定を含む）の内

訳は、次のとおりであります。

（単位：億円）

2025年３月31日現在

事業所名
（所在地）

業務区分 設備の内容

帳簿価額

従業員
数(人)

建物及び
構築物
（億円）

機械装置
及び運搬具
（億円）

土地
（億円）
(面積㎡)
[面積㎡]

建設仮勘定
（億円）

その他
（億円）

合計
（億円）

ＩＲ施設建設用地

(大阪府大阪市)
全業務 土地等 － －

－

(467,369)

[467,369]

153 － 153 －

２【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、次のとおりであります。

(注）土地の［　］内の数字は借地面積です。

事業所名
（所在地）

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月

総額
（億円）

既支払額
（億円）

着手 完了

カジノ施設

(大阪府大阪市)
建物等 537 23 自己資金及び借入金 2023年９月 2030年夏頃

国際会議場施設

(大阪府大阪市)
建物等 298 2 自己資金及び借入金 2023年９月 2030年夏頃

展示等施設

(大阪府大阪市)
建物等 278 1 自己資金及び借入金 2023年９月 2030年夏頃

魅力増進施設

(大阪府大阪市)
建物等 119 3 自己資金及び借入金 2023年９月 2030年夏頃

送客施設

(大阪府大阪市)
建物等 11 3 自己資金及び借入金 2023年９月 2030年夏頃

宿泊施設

(大阪府大阪市)
建物等 2,465 58 自己資金及び借入金 2023年９月 2030年夏頃

来訪及び滞在寄与施設

(大阪府大阪市)
建物等 3,513 59 自己資金及び借入金 2023年９月 2030年夏頃

その他 ＩＲ施設

(大阪府大阪市)
建物等 2,324 － 自己資金及び借入金 2023年９月 2030年夏頃

３【設備の新設、除却等の計画】

　当事業年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

重要な設備の新設
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2025年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2025年６月26日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 1,433,300 1,925,300 非上場

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。(注)１

計 1,433,300 1,925,300 － －

②【発行済株式】

(注)１．当社の株式を譲渡により取得するには、取締役全員の承認を要する旨定款に定めております。

２．2025年４月18日開催の臨時株主総会決議により2025年５月27日を払込期日とする第三者割当による増資によ

り、492,000株を発行しております。これにより、発行済株式数は492,000株増加し、1,925,300株となっており

ます。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2023年9月22日

（注）１
410,000 427,300 10,250 10,682 10,250 10,682

2024年1月23日

（注）１
56,000 483,300 1,400 12,082 1,400 12,082

2024年4月23日

（注）１
64,000 547,300 1,600 13,682 1,600 13,682

2024年7月10日

（注）１
886,000 1,433,300 22,150 35,832 22,150 35,832

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）１．　有償第三者割当

　発行価格　　50,000円

　資本組入額　25,000円

２．　2025年５月27日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が492,000株、資本金及

び資本準備金がそれぞれ12,300百万円増加しております。
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2025年３月31日現在

区分

株式の状況
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 2 － － － 2 －

所有株式数 － － － 1,433,300 － － － 1,433,300 －

所有株式数の割合

（％）
－ － － 100.00 － － － 100.00 －

（５）【所有者別状況】

（注）単元株制度は採用しておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式（自己株式を除

く。）の総数に対する所

有株式数の割合（％）

合同会社日本ＭＧＭリゾーツ 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 716,650  50.00

オリックス株式会社 東京都港区浜松町二丁目４番１号 716,650  50.00

計 － 1,433,300 100.00

（６）【大株主の状況】

2025年３月31日現在

2025年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

1,433,300
1,433,300 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 1,433,300 － －

総株主の議決権 － 1,433,300 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

②【自己株式等】

該当事項はありません。

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

３【配当政策】

　当社は、年１回の期末配当を行うことを基本としております。また、剰余金の配当に係る決定機関は株主総会とな

っております。

　当事業年度においては、配当はありません。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、法令等の遵守を基本として、事業活動を適切に実行し、経営の公正性を確保するため、設計、建設、

開業準備等の進捗に合わせ、健全かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。当

事業年度においては、内部監査に係る業務を行うため、代表取締役直下に内部監査担当を置き、監査体制の充実

による、経営監視機能の強化を図りました。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　事業年度末日時点における当社の役員は、代表取締役２名、監査役１名の合計３名であります。

　経営に関する基本方針や業務執行の決定については、現状は都度代表取締役２名による合意をもって行ってお

ります。

　更に、監査役、会計監査人及び内部監査担当の三者間の連携により実現される実効的な監査体制により、適法

性及び妥当性のある適正な監督が担保されるものと考えております。以上を理由として、当社では現状の体制を

採用しております。

③　内部統制システムの整備及び運用状況

　当社は、会社法第348条第３項第４号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」（内部

統制システム）として、代表取締役２名の合意により「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、体制の整

備を図っております。

　運用においては、代表取締役が相互に牽制するとともに、職務の執行を効率的に行うために、経理、総務、行

政との折衝・協議等の業務を行う管理部を設置しております。

　また、内部統制の整備・運用状況に関し、代表取締役直下の内部監査担当が内部監査を行い、その結果を代表

取締役に報告しております。

　監査役は、代表取締役と意思疎通を図るとともに会計監査人及び内部監査担当と連携する等により、当社が行

う設置運営事業等の監査を行っております。

④　リスク管理体制の整備及び運用状況

　当社は、業務に係るすべてのリスクについて適切に管理する体制の整備に取組んでおります。リスクの共通認

識を図るため当社の両代表取締役は、現在及び将来のリスクの分析を行い、課題を明確にし、今後の対策につい

て検討を行っております。

⑤　提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用状況

　現在子会社がないため、該当事項はありません。

⑥　責任限定契約の内容の概要

　当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項が定める当該監査役の最低

責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂

行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑦　取締役の員数及び取締役の資格

　当社の取締役は２名とすることを定款に定めております。取締役の資格は、当社の株主が指定する者の中から
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選任いたします。ただし、必要があるときは、株主が指定する者以外から選任することを妨げない旨定款に定め

ております。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式

数

(株)

代表取締役
エドワード・

バウワーズ
1964年11月２日生

2003年２月　ＭＧＭミラージュ（現ＭＧＭリゾ

ーツ・インターナショナル）入社

2014年９月　合同会社日本ＭＧＭリゾーツ代表

執行役員兼ＣＥＯ

2021年１月　合同会社日本ＭＧＭリゾーツ代表

執行役員社長ＣＥＯ（現任）

2021年１月　ＭＧＭリゾーツ・インターナショ

ナルグローバル事業開発プレジデ

ント（現任）

2021年12月　当社代表取締役

2024年12月　当社代表取締役管理部長

　　　　　　（注）３

2025年５月　当社代表取締役（現任）

　　　　　　（注）３

(注）

１
－

代表取締役 高橋 豊典 1965年11月７日生

1988年４月　オリエント・リース株式会社（現

オリックス株式会社）入社

2017年１月　オリックス株式会社グループ執行

役員

2019年１月　オリックスグループ関西代表（現

任）

2020年１月　オリックス株式会社執行役（現

任）

　　　　　　オリックス不動産株式会社専務執

行役員（現任)

2021年12月　当社代表取締役

2024年12月　当社代表取締役管理部長

　　　　　　（注）３

2025年５月　当社代表取締役（現任）

　　　　　　（注）３

(注）

１
－

監査役 和田 幸夫 1969年２月９日生

1991年４月　オリックス株式会社入社

2017年１月　オリックス・アセットマネジメン

ト株式会社執行役員

2023年６月　当社監査人

2024年６月　当社監査役（現任）

(注）

２
－

計 －

（２）【役員の状況】

　　　男性３名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．　2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2027年３月期にかかる定時株主総会終結の時までで

す。

　　　２．　2024年３月期にかかる定時株主総会終結の時から2028年３月期にかかる定時株主総会終結の時までで

す。

　　　３．　組織変更にともなう役職の異動です。
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（３）【監査の状況】

①　監査人監査の状況

　監査人和田幸夫は、以下の方法で監査を実施しております。

・　重要な決裁書類及び財務報告に係る内部統制評価に関する資料を閲覧し、当社の事務所等において設置運営　

事業等及び当該認定設置運営事業者等の財産の状況を調査しております。

・　代表取締役から設置運営事業等の報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

・　監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法　

人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

・　効率的な監査人監査の遂行に資するよう、監査人は、内部監査担当と相互の監査計画を共有するとともに、　

内部監査担当や会計監査人が行う内部統制整備の評価や内部監査に係るミーティングに同席し、適宜意見交換　

をしております。

　なお、監査人和田幸夫は事業会社の経営企画部門での業務経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。

②　内部監査の状況

　代表取締役直下に設置され、管理部から独立した内部監査担当（２名）が、代表取締役２名の合意により決定

された内部監査計画に従って全社を対象に内部監査を実施し、内部統制の整備・運用状況を確認し、内部統制の

有効性の向上に努めております。また、IR整備法に定められた「財務報告に係る内部統制の評価」を実施してお

ります。

　なお、監査人は、会計監査人および内部監査担当から定期的に監査に関する報告を受けるとともに情報交換を

行うなど、相互の連携を図っております。

　内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の結果は、内部監査担当から代表取締役に報告するとともに、監査

人に対しても内部監査担当から報告を行っております。

③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

ｂ．継続監査期間

２年間

ｃ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　　内田　　聡

指定有限責任社員　業務執行社員　　福田　秀敏

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他４名であります。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

監査法人について、その専門的知見、監査遂行に係る総合的能力、監査品質、当社からの独立性等の観点を

考慮した上で監査法人を選定し又は再任を決定します。

ｆ．監査人による監査法人の評価

当社の監査人は、会社法上の監査役として監査法人の評価を行っており、監査法人の品質管理の状況、独立

性等を総合的に勘案し、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
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前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

12 － 15 －

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

－ － － －

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

監査報酬については、当社の規模、特性、監査日数等の諸要素を勘案し、決定しております。

ｅ．監査人が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査人は、会計監査人の報酬について、会社法上の監査役として職務の遂行状況、報酬の算出根拠等

の妥当性を確認した上、同意しています。
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役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員
の員数（人）

固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金
左記のうち、
非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く）
－ － － － － 2

監査役

（社外監査役を除く）
－ － － － － 1

社外役員 － － － － － －

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

③　役員ごとの報酬等の総額等

　該当事項はありません。

④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。

（５）【株式の保有状況】

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について
　当社の財務諸表は、「特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令」（令和

３年国土交通省令第75号）及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

に基づいて作成しております。

２．監査証明について
　当社は、ＩＲ整備法第28条第15項の規定に基づき、当事業年度（2024年４月１日から2025年３月31日）の財務諸表

について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

３．連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

セミナー、専門誌及び書籍等で適時に把握し、適切な対応が可能となるようにしております。
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（単位：百万円）

前事業年度
（2024年３月31日）

当事業年度
（2025年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※１　842 ※１　7,607

未収消費税等 1,297 754

その他 5 0

流動資産合計 2,145 8,362

固定資産

有形固定資産

建設仮勘定 6,149 15,310

有形固定資産合計 6,149 15,310

投資その他の資産

長期前払費用 － 2,025

差入保証金 ※１　15,178 ※１　17,756

長期立替金 ※１　3,357 ※１　13,331

投資その他の資産合計 18,535 33,113

固定資産合計 24,684 48,423

資産合計 26,829 56,786

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金 ※１　－ ※１　114

未払金 15,671 4,592

未払法人税等 126 314

その他 28 241

流動負債合計 15,826 5,263

固定負債

長期借入金 ※１　－ ※１　373

固定負債合計 － 373

負債合計 15,826 5,636

純資産の部

株主資本

資本金 12,082 35,832

資本剰余金

　資本準備金 12,082 35,832

　資本剰余金合計 12,082 35,832

利益剰余金

　その他利益剰余金

　　繰越利益剰余金 △13,161 △20,514

　その他利益剰余金合計 △13,161 △20,514

株主資本合計 11,003 51,150

評価・換算差額等

評価・換算差額等合計 － －

純資産合計 11,003 51,150

負債純資産合計 26,829 56,786

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
自　2023年４月14日
至　2024年３月31日

自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

営業収益 － －

営業費用 ※１　205 ※１　1,135

営業損失（△） △205 △1,135

営業外収益

その他 0 2

営業外収益合計 0 2

営業外費用

支払利息 － 3

融資関連費用 ※２　12,707 ※２　6,048

その他 81 166

営業外費用合計 12,788 6,218

経常損失（△） △12,994 △7,351

特別利益

特別利益合計 － －

特別損失

特別損失合計 － －

税引前当期純損失（△） △12,994 △7,351

法人税、住民税及び事業税 2 2

法人税等調整額 － －

法人税等合計 2 2

当期純損失（△） △12,996 △7,353

②【損益計算書】
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（単位：百万円）

株主資本
評価・換算差

額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余
金 利益剰余金

合計
繰越利益剰余金

当期首残高 432 432 432 △164 △164 700 － 700

当期変動額

新株の発行 11,650 11,650 11,650 23,300 23,300

当期純損失

（△）
△12,996 △12,996 △12,996 △12,996

当期変動額合計 11,650 11,650 11,650 △12,996 △12,996 10,303 － 10,303

当期末残高 12,082 12,082 12,082 △13,161 △13,161 11,003 － 11,003

（単位：百万円）

株主資本
評価・換算差

額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余
金 利益剰余金

合計
繰越利益剰余金

当期首残高 12,082 12,082 12,082 △13,161 △13,161 11,003 － 11,003

当期変動額

新株の発行 23,750 23,750 23,750 47,500 47,500

当期純損失

（△）
△7,353 △7,353 △7,353 △7,353

当期変動額合計 23,750 23,750 23,750 △7,353 △7,353 40,146 － 40,146

当期末残高 35,832 35,832 35,832 △20,514 △20,514 51,150 － 51,150

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年４月14日　至　2024年３月31日）

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
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（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
自　2023年４月14日
至　2024年３月31日

自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △12,994 △7,351

融資関連費用 12,707 6,048

支払利息 － 3

その他 176 △79

小計 △111 △1,378

利息の支払額 － △3

法人税等の支払額 △0 △2

営業活動によるキャッシュ・フロー △111 △1,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,501 △7,474

保証金の差入による支出 △14,528 △2,578

長期前払費用の取得による支出 － △2,025

長期立替金の支払いによる支出 △3,292 △9,079

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,321 △21,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による収入 － 488

株式の発行による収入 23,218 47,333

融資関連費用の支払額 － △18,514

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,218 29,306

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 785 6,764

現金及び現金同等物の期首残高 57 842

現金及び現金同等物の期末残高 ※１　842 ※１　7,607

④【キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１.固定資産の減価償却の方法

投資その他の資産

長期前払費用

支出の効果の及ぶ期間で均等償却しております。

２．繰延資産の処理方法

　株式交付費

　　支出時に全額費用として処理しております。

３．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金及び随時引き出し可能な預金からなっております。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号2024年９月13日企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号2024年９月13日企業会計基準委員

会）等

(1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手

の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計

基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするも

のの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素

で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを

目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがフ

ァイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使

用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用され

ます。

(2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。
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（表示方法の変更）

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「長期立

替金の支払いによる支出」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた△3,292百万円は、「長期立替金の支払いによる支出」△3,292百万円として組替

えております。
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前事業年度
（2024年３月31日）

当事業年度
（2025年３月31日）

現金及び預金 －百万円 7,607百万円

差入保証金 － 17,756

長期立替金 － 13,331

合計 － 38,696

前事業年度
（2024年３月31日）

当事業年度
（2025年３月31日）

１年内返済予定の長期借入金 －百万円 114百万円

長期借入金 － 373

合計 － 488

（貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

担保付債務は、次のとおりであります。

- 26 -



前事業年度
（自　2023年４月14日

至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

租税公課 131百万円 616百万円

賃借料 2 254

業務委託費 53 220

（損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用の割合は前事業年度及び当事業年度0％、一般管理費に属する費用の割合は前事業

年度及び当事業年度100％であります。

　営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　融資関連費用は、金銭消費貸借契約の締結に伴う諸手数料及び金銭消費貸借契約に基づき負担する諸費

用であります。

当事業年度期首株式
数（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 17,300 466,000 － 483,300

合計 17,300 466,000 － 483,300

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2023年４月14日　至　2024年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　（注）普通株式の増加は、第三者割当増資によるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　　　　　　　該当事項はありません。

- 27 -



当事業年度期首株式
数（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 483,300 950,000 － 1,433,300

合計 483,300 950,000 － 1,433,300

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　（注）普通株式の増加は、第三者割当増資によるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　　　　　　　該当事項はありません。

前事業年度
（自　2023年４月14日

至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

現金及び預金勘定 842百万円 7,607百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 842 7,607

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

差入保証金 15,178 8,125 △7,052

長期立替金 3,357 3,325 △31

資産計 18,535 11,450 △7,084

貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

差入保証金 17,756 9,004 △8,752

長期立替金 13,331 13,060 △271

資産計 31,088 22,065 △9,023

１年以内返済予定の長期借入金 114 114 －

長期借入金 373 373 －

負債計 488 488 －

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社は、事業の推進に要する資金を既存株主等からの出資に加え、多くの部分を金融機関からの融資で

調達する予定です。

また、資金運用については安全性の高い預金等に限定しております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

当社の借入金は設備投資を目的としたものであり、変動金利であるため、金利変動のリスクに晒されて

おります。

その他の主な金融商品は未払金、差入保証金、長期立替金でありますが、リスクは僅少であります。

未払金は、全て１年以内の支払期日であります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

当社は、適時に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。

また、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

該当事項はありません。

(5）信用リスクの集中

該当事項はありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」につい

ては、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。また「未収消費税等」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

前事業年度（2024年３月31日）

当事業年度（2025年３月31日）
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１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

差入保証金 － － 845 14,332

長期立替金 － 3,357 － －

資産計 － 3,357 845 14,332

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

差入保証金 － 48 2,530 15,178

長期立替金 － 13,331 － －

資産計 － 13,380 2,530 15,178

１年以内返済予定の長期借入金 114 － － －

長期借入金 － 373 － －

負債計 114 373 － －

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 8,125 － 8,125

長期立替金 － 3,325 － 3,325

資産計 － 11,450 － 11,450

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年３月31日）

当事業年度（2025年３月31日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（2025年３月31日）

　該当事項はありません。

(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年３月31日）
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 9,004 － 9,004

長期立替金 － 13,060 － 13,060

資産計 － 22,065 － 22,065

１年以内返済予定の長期借入金 114 114

長期借入金 － 373 － 373

負債計 － 488 － 488

当事業年度（2025年３月31日）

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入保証金、長期立替金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

１年以内返済予定の長期借入金、長期借入金

借入金は、変動金利であり短期間で金利の見直しが行われ市場金利を反映しており、時価と帳簿価額は近似

しているため、当該帳簿価額を時価として、レベル２に分類しております。
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前事業年度
（2024年３月31日）

当事業年度
（2025年３月31日）

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金（注）２ 3,977百万円 6,356百万円

未払事業税 38 95

その他 8 0

繰延税金資産小計 4,023 6,452

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △3,977 △6,356

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △46 △95

評価性引当額小計（注）１ △4,023 △6,452

繰延税金資産合計 － －

繰延税金負債

繰延税金負債合計 － －

繰延税金資産の純額 － －

５年超
（百万円）

合計
（百万円）

税務上の繰越欠損金（※） 3,977 3,977

評価性引当額 △3,977 △3,977

繰延税金資産 － －

５年超
（百万円）

合計
（百万円）

税務上の繰越欠損金（※） 6,356 6,356

評価性引当額 △6,356 △6,356

繰延税金資産 － －

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）１．評価性引当額の主な内容は、税務上の繰越欠損金によるものであります。

　　　２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度（2024年３月31日）

（※）　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当事業年度（2025年３月31日）

（※）　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者との
関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

その他の

関係会社

(同)日本Ｍ

ＧＭリゾー

ツ（注）

東京都千代

田区
0

統合型リゾ

ートの開発

機会の調査

（被所有）

直接     50.0

業務委託

役員の兼任

第三者割当増資

業務委

託
－ － －

その他の

関係会社

オリックス

㈱
東京都港区 221,111

多角的金融

サービス

（被所有）

直接     50.0

業務委託

役員の兼任

金銭債務等保証

建設関連費用の

支払の保証

第三者割当増資

業務委

託
－ － －

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者との
関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高

（百万円）

その他の

関係会社

(同)日本Ｍ

ＧＭリゾー

ツ（注）

東京都千代

田区
0

統合型リゾ

ートの開発

機会の調査

（被所有）

直接     50.0

業務委託

役員の兼任

第三者割当増資

出向者の受入

業務委

託
90未払金 98

その他の

関係会社

オリックス

㈱
東京都港区 221,111

多角的金融

サービス

（被所有）

直接     50.0

業務委託

役員の兼任

金銭債務等保証

建設関連費用の

支払の保証

第三者割当増資

出向者の受入

業務委

託
90未払金 98

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前事業年度（自　2023年４月14日　至　2024年３月31日）

（注）合同会社日本ＭＧＭリゾーツはＭＧＭリゾーツ・インターナショナルを完全親会社としていることから、ＭＧＭリ

ゾーツ・インターナショナルは当社の「その他の関係会社の親会社」に該当します。

なお、ＭＧＭリゾーツ・インターナショナルと当社との間で役員１名の受入と金銭債務等の保証及び建設関連費用

の支払の保証があります。

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（注）合同会社日本ＭＧＭリゾーツはＭＧＭリゾーツ・インターナショナルを完全親会社としていることから、ＭＧＭリ

ゾーツ・インターナショナルは当社の「その他の関係会社の親会社」に該当します。

なお、ＭＧＭリゾーツ・インターナショナルと当社との間で役員１名の受入と金銭債務等の保証及び建設関連費用

の支払の保証があります。
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前事業年度
（自　2023年４月14日

至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

１株当たり純資産額 22,767円93銭 35,686円95銭

１株当たり当期純損失（△） △51,728円19銭 △6,196円70銭

前事業年度
（2024年３月31日）

当事業年度
（2025年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 11,003 51,150

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 11,003 51,150

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株）
483,300 1,433,300

前事業年度
（自　2023年４月14日

至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

１株当たり当期純損失

当期純損失（△）（百万円） △12,996 △7,353

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） △12,996 △7,353

期中平均株式数（株） 251,249 1,186,703

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

　（第三者割当による新株式の発行）

　　当社は、2025年４月18日開催の臨時株主総会において、次のとおり第三者割当による新株式の発行について

決議し、2025年５月27日に払込が完了しております。

（１）発行する株式の種類及び数：普通株式　492,000株

（２）発行価額　　　　　　　　：１株につき50,000円

（３）発行価額の総額　　　　　：24,600百万円

（４）資本組入額　　　　　　　：１株につき25,000円

（５）資本組入額の総額　　　　：12,300百万円

（６）払込期日　　　　　　　　：2025年５月27日

（７）募集又は割当方法　　　　：第三者割当

（８）資金の使途　　　　　　　：設備投資資金及び運転資金
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資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 6,149 9,160 － 15,310 － － 15,310

有形固定資産計 6,149 9,160 － 15,310 － － 15,310

長期前払費用 － 2,025 － 2,025 － － 2,025

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（注）１．建設仮勘定の増加は、ＩＲ施設によるものです。

２．長期前払費用の増加は、大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等実施協定書に基づく公共インフラ整備

費用の負担金の支払いによるものです。

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内返済予定の長期借入金 － 114 1.82％ -

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － 373 1.82％ 2032年３月

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

373 － － －

【借入金等明細表】

(注) １．平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 － 275 － 275 － － 275

有形固定資産計 － 275 － 275 － － 275

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 － 468 － 468 － － 468

有形固定資産計 － 468 － 468 － － 468

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 － 75 － 75 － － 75

有形固定資産計 － 75 － 75 － － 75

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 － 64 － 64 － － 64

有形固定資産計 － 64 － 64 － － 64

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 － 158 － 158 － － 158

有形固定資産計 － 158 － 158 － － 158

【業務別固定資産明細表】

Ⅰ　前事業年度（自　2023年４月14日　至　2024年３月31日）

１　カジノ業務固定資産

２　カジノ行為区画内関連業務固定資産

３　国際会議場施設業務固定資産

４　展示等施設業務固定資産

５　魅力増進施設業務固定資産
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資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 － 154 － 154 － － 154

有形固定資産計 － 154 － 154 － － 154

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 － 2,552 － 2,552 － － 2,552

有形固定資産計 － 2,552 － 2,552 － － 2,552

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 － 2,399 － 2,399 － － 2,399

有形固定資産計 － 2,399 － 2,399 － － 2,399

６　送客施設業務固定資産

７　宿泊施設業務固定資産

８　来訪・滞在促進寄与施設業務固定資産

９　設置運営事業に附帯する業務固定資産

該当はありません。

（注）認定設置運営事業者等が行う業務に係る資産及び費用のうち、ＩＲ整備法第28条第２項の業務に係る資産又は費

用として特定できないものは、区域整備計画に記載の各施設の床面積比に基づく算定を行っております。

- 37 -



資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 275 581 － 857 － － 857

有形固定資産計 275 581 － 857 － － 857

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 468 987 － 1,456 － － 1,456

有形固定資産計 468 987 － 1,456 － － 1,456

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 75 136 － 211 － － 211

有形固定資産計 75 136 － 211 － － 211

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 64 116 － 180 － － 180

有形固定資産計 64 116 － 180 － － 180

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 158 228 － 386 － － 386

有形固定資産計 158 228 － 386 － － 386

Ⅱ　当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　カジノ業務固定資産

２　カジノ行為区画内関連業務固定資産

３　国際会議場施設業務固定資産

４　展示等施設業務固定資産

５　魅力増進施設業務固定資産
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資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 154 218 － 373 － － 373

有形固定資産計 154 218 － 373 － － 373

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 2,552 3,342 － 5,895 － － 5,895

有形固定資産計 2,552 3,342 － 5,895 － － 5,895

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産

建設仮勘定 2,399 3,548 － 5,948 － － 5,948

有形固定資産計 2,399 3,548 － 5,948 － － 5,948

６　送客施設業務固定資産

７　宿泊施設業務固定資産

８　来訪・滞在促進寄与施設業務固定資産

９　設置運営事業に附帯する業務固定資産

該当はありません。

（注）認定設置運営事業者等が行う業務に係る資産及び費用のうち、ＩＲ整備法第28条第２項の業務に係る資産又は費

用として特定できないものは、区域整備計画に記載の各施設の床面積比に基づく算定を行っております。
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区分
カジノ

業務

カジノ

行為区

画内関

連業務

国際会

議場施

設業務

展示等

施設業

務

魅力増

進施設

業務

送客施

設業務

宿泊施

設業務

来訪・

滞在促

進寄与

施設業

務

設置運

営事業

に附帯

する業

務

合計

　営業収益 － － － － － － － － － －

　営業費用

　　商品等販売原価 － － － － － － － － － －

　　人件費 － － － － － － － － － －

　　広告宣伝費 0 0 0 0 0 0 0 0 － 1

　　賃借料 0 0 0 0 0 0 1 1 － 2

　　業務委託費 1 2 2 2 0 0 20 22 － 53

　　消耗品費 － － － － － － － － － －

　　修繕費 － － － － － － － － － －

　　減価償却費 － － － － － － － － － －

　　租税公課 4 6 6 5 1 2 49 55 － 131

　　貸倒引当金繰入額 － － － － － － － － － －

　　その他 0 1 0 0 0 0 6 6 － 16

　営業費用合計 6 10 9 8 2 3 77 86 － 205

　営業損失（△） △6 △10 △9 △8 △2 △3 △77 △86 － △205

区分
カジノ

業務

カジノ

行為区

画内関

連業務

国際会

議場施

設業務

展示等

施設業

務

魅力増

進施設

業務

送客施

設業務

宿泊施

設業務

来訪・

滞在促

進寄与

施設業

務

設置運

営事業

に附帯

する業

務

合計

　営業収益 － － － － － － － － － －

　営業費用

　　商品等販売原価 － － － － － － － － － －

　　人件費 0 0 0 0 0 0 6 7 － 17

　　広告宣伝費 0 0 0 0 0 0 0 0 － 1

　　賃借料 8 13 12 10 3 4 95 106 － 254

　　業務委託費 7 11 10 9 3 3 82 92 － 220

　　消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0

　　修繕費 － － － － － － － － － －

　　減価償却費 － － － － － － － － － －

　　租税公課 19 32 29 25 8 10 231 258 － 616

　　貸倒引当金繰入額 － － － － － － － － － －

　　その他 0 1 1 1 0 0 9 10 － 25

　営業費用合計 36 60 54 46 15 19 427 475 － 1,135

　営業損失（△） △36 △60 △54 △46 △15 △19 △427 △475 － △1,135

【業務別営業収支明細表】

Ⅰ　前事業年度（自　2023年４月14日　至　2024年３月31日）

（単位：百万円）

（注）認定設置運営事業者等が行う業務に係る資産及び費用のうち、ＩＲ整備法第28条第２項の業務に係る資産又は費用

として特定できないものは、区域整備計画に記載の各施設の床面積比に基づく算定を行っております。

Ⅱ　当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：百万円）

（注）認定設置運営事業者等が行う業務に係る資産及び費用のうち、ＩＲ整備法第28条第２項の業務に係る資産又は費用

として特定できないものは、区域整備計画に記載の各施設の床面積比に基づく算定を行っております。
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（表示方法の変更）

前事業年度において、「その他」に含めておりました「賃借料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独

立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の業務別営業収支明細表の組替え

を行っております。

この結果、前事業年度の業務別営業収支明細表において、「その他」に表示していた2百万円は、「賃借料」2百万円

として組替えております。
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区分 金額（百万円）

現金 －

預金

普通預金 7,607

小計 7,607

合計 7,607

区分 金額（百万円）

大阪府 3,800

大阪市 13,956

合計 17,756

区分 金額（百万円）

大阪市 13,331

合計 13,331

区分 金額（百万円）

長期立替金 960

建設仮勘定 3,429

その他 202

合計 4,592

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ．現金及び預金

ロ．差入保証金

ハ．長期立替金

②　負債の部

イ．未払金
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（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

営業収益（百万円） － － － －

税引前四半期（当期）純損失

（△）（百万円）
△990 △4,862 △6,193 △7,351

四半期（当期）純損失（△）

（百万円）
△991 △4,863 △6,194 △7,353

１株当たり四半期（当期）純

損失（△）（円）
△1,864.12 △5,166.39 △5,600.83 △6,196.70

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損失

（△）（円）
△1,864.12 △2,875.73 △928.34 △808.72

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

2025年６月 19日 

 

ＭＧＭ大阪株式会社 

代表取締役 エドワード・バウワーズ  様 
代表取締役 高 橋  豊 典  様 

 

有限責任 あずさ監査法人 

東京事務所 

指定有限責任社員 
公認会計士 内田 聡 

業 務 執 行 社 員 

指定有限責任社員 
公認会計士 福田 秀敏 

業 務 執 行 社 員 

 

＜財務諸表監査＞ 

監査意見 

当監査法人は、特定複合観光施設区域整備法第 28条第 15項の規定に基づく監査証

明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＭＧＭ大阪株式会社の 2024年４月１

日から 2025年３月 31日までの第２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、

その他の注記及び附属明細表（業務別固定資産明細表及び業務別営業収支明細表は除

く。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、特定複合観光施設区域整備法、特定複合観光施

設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令並びに我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＧＭ大阪株式会社

の 2025 年３月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における独

立監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す

る規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従

って、会社から独立しており、また、独立監査人としてのその他の倫理上の責任を果



 

 

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。 

 

監査上の主要な検討事項 

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、独立監査人

が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事

項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事

項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 

開業準備段階における支払業務プロセスに係る内部統制の評価 

監査上の主要な検討事項の内容及び決

定理由 

監査上の対応 

 ＭＧＭ大阪株式会社の 2025 年 3 月 31
日に終了する事業年度の貸借対照表にお
いて建設仮勘定 15,310 百万円が、損益計
算書において営業費用 1,135 百万円が計
上されている。 

これらは、開業準備段階における特定
複合観光施設区域整備法に基づく認定設
置運営事業者たるＭＧＭ大阪株式会社
（以下、会社）の事業目的に大きく関わ
る勘定科目であり、当該勘定科目に至る
支払業務プロセスを通じて生成される。 
開業準備段階において、会社は事業の

運営に必要な支出のうち、特定複合観光
施設の建設に直接要した支出で資産性の
あるものを建設仮勘定に、それ以外を主
に経費（営業費用）に計上するが、建設
仮勘定及び経費の計上に至る支払業務プ

ロセスに係る内部統制に不備が存在する
場合、財務報告に重要な影響を及ぼす可
能性がある。 
 以上から、当監査法人は、ＭＧＭ大阪
株式会社の開業準備段階における支払業
務プロセスに係る内部統制の評価が、当

事業年度の財務諸表監査において特に重
要であり、監査上の主要な検討事項に該
当すると判断した。 

 

当監査法人は、財務報告全体に重要な

影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統

制）の評価結果を考慮したうえで、開業

準備段階における支払業務プロセスに係

る内部統制の整備状況及び運用状況の有

効性を評価するために主に以下の手続を

実施した。 

（整備状況の評価） 

支払業務を所管する内部統制の適切な

管理者への質問、関連文書の閲覧等を実

施し、取引の流れ及び会計処理の過程を

理解するとともに、支払に関連する勘定

科目の選択誤り等の虚偽表示が発生する

リスクを防止又は発見するための内部統

制の観点から、以下の内部統制について

整備状況の有効性を評価した。 

 建設費の支払にあたり、業務内容
に照らし適切な権限と能力等を有
する役職者による支払内容と取引
の証拠書類の照合及び、支払承認
が適切に実施されているか 

 経費の支払にあたり、業務内容に
照らし適切な権限と能力等を有す
る役職者による支払内容と取引の
証拠書類の照合及び、支払承認が
適切に実施されているか 



 

 

 支払に関連する勘定科目の選択に

あたり、業務内容に照らし適切な

権限と能力等を有する役職者によ

る勘定科目と証拠書類の照合及

び、決裁承認が適切に実施されて

いるか 

（運用状況の評価） 

経営者が構築した内部統制が、デザイ

ンどおりに継続的に実施されているかど

うかを確かめるため、経営者を含む役職

者への質問、関連文書の閲覧等を実施し、

上記（整備状況の評価）に記載の内部統

制について運用状況の有効性を評価し

た。 

 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、財務報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報

告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに

ある。また、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人の責任は、その他の記載

内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。 

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて

おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識と

の間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判

断した場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

財務諸表に対する経営者及び特定複合観光施設区域整備法第 20条の監査人の責任 

経営者の責任は、特定複合観光施設区域整備法、特定複合観光施設区域整備法に基

づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令並びに我が国において一般に公正



 

 

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成

することが適切であるかどうかを評価し、特定複合観光施設区域整備法、特定複合観

光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令並びに我が

国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人の責任は、財務報告プロセスの整備

及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

財務諸表監査における独立監査人の責任 

独立監査人の責任は、独立監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸

表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得

て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、

財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が

あると判断される。 

独立監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以

下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は

独立監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠

を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、独立監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続

を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行

われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸

表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記



 

 

事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求め

られている。独立監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、特定複合観光施設区域整備法、特定複合観光施

設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令並びに我が国

において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと

ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸

表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

独立監査人は、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人に対して、計画した

監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

独立監査人は、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人に対して、独立性に

ついての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに独立監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対

応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

独立監査人は、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人と協議した事項のう

ち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な

検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の

公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告す

ることにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、独立監

査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 

 

＜内部統制監査＞ 

監査意見 

当監査法人は、特定複合観光施設区域整備法第 28条第 15項の規定に基づく監査証

明を行うため、ＭＧＭ大阪株式会社の 2025年３月 31日現在の内部統制報告書につい

て監査を行った。 

当監査法人は、ＭＧＭ大阪株式会社が 2025年３月 31日現在の財務報告に係る内部

統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、特定複合観光施設区域整備

法、特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省

令並びに我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 



 

 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統

制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の

基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における独立監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度

の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立し

ており、また、独立監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法

人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

内部統制報告書に対する経営者及び特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人の

責任 

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、特定複合観光施設区

域整備法、特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関

する省令並びに我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統

制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人の責任は、財務報告に係る内部統制

の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発

見することができない可能性がある。 

 

内部統制監査における独立監査人の責任 

独立監査人の責任は、独立監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報

告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報

告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 

独立監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統

制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、

職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠

を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、独立監査人の

判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用され

る。 

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行

った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ

適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。独立監査人



 

 

は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。独立

監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

独立監査人は、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人に対して、計画した

内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の

開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。 

独立監査人は、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人に対して、独立性に

ついての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立

性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策

を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガー

ドを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

＜報酬関連情報＞ 
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証

明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含ま

れるコーポレート・ガバナンスの状況等 (３)【監査の状況】に記載されている。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 

 

以  上 

 



 

 

独立監査人の監査報告書 

 

2025年６月 19日 

 

ＭＧＭ大阪株式会社 

代表取締役 エドワード・バウワーズ  様 
代表取締役 高 橋  豊 典  様 

 

有限責任 あずさ監査法人 

東京事務所 

指定有限責任社員 
公認会計士 内田 聡 

業 務 執 行 社 員 

指定有限責任社員 
公認会計士 福田 秀敏 

業 務 執 行 社 員 

 

監査意見 

当監査法人は、特定複合観光施設区域整備法第 28条第 15項の規定に基づく監査証

明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＭＧＭ大阪株式会社の 2024年４月１

日から 2025 年３月 31 日までの第２期事業年度の業務別固定資産明細表及び業務別

営業収支明細表（以下「明細表」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の明細表が、全ての重要な点において、特定複合観光施設区域

整備法、特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関す

る省令並びに特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計

に関する省令第６条第２項の定めにより国土交通大臣に提出する方法（以下「法令等」

という。）に準拠して作成されているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「明細表の監査における独

立監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す

る規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従

って、会社から独立しており、また、独立監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。 

 

強調事項－明細表作成の基礎 



 

 

注記に記載されているとおり、明細表は、ＭＧＭ大阪株式会社が特定複合観光施設

区域整備法第 28 条第４項の定めにより国土交通大臣に提出するために、法令等及び

特定複合観光施設区域整備法並びに特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営

事業等の監査及び会計に関する省令第６条第２項に基づく届出に準拠して作成され

ており、したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。当該事項は、当監

査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

 

その他の事項 

ＭＧＭ大阪株式会社は、上記の明細表のほかに、2025年３月 31日をもって終了す

る事業年度について、特定複合観光施設区域整備法の規定に基づき、特定複合観光施

設区域整備法、特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計

に関する省令並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠した財務諸表及びその附属明細表（明細表を除く。）をそれぞれ作成しており、

当監査法人は、これらに対して、2025年６月 19日に特定複合観光施設区域整備法の

規定に基づく監査報告書を発行している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、財務報告書に含まれる情報のうち、明細表及びその監査報告

書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。 

当監査法人の明細表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

明細表の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と明細表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との

間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ

の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判

断した場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

明細表に対する経営者及び特定複合観光施設区域整備法第 20条の監査人の責任 

経営者の責任は、法令等に準拠して明細表を作成することにある。また、明細表の

作成に当たり適用される財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものである

かどうかについて判断することにある。経営者の責任には、不正又は誤謬による重要



 

 

な虚偽表示のない明細表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することが含まれる。 

明細表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき明細表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場

合には当該事項を開示する責任がある。 

特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人の責任は、財務報告プロセスの整備

及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

明細表の監査における独立監査人の責任 

独立監査人の責任は、独立監査人が実施した監査に基づいて、明細表に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に

おいて独立の立場から明細表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、明細表の利用者の意

思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

独立監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以

下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は

独立監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠

を入手する。 

・ 明細表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、独立監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続

を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行

われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として明細表を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において明細表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する明細表の注記事項が

適切でない場合は、明細表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。独立監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 明細表の表示及び注記事項が、法令等に準拠しているかどうかを評価する。 

独立監査人は、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人に対して、計画した



 

 

監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

独立監査人は、特定複合観光施設区域整備法第 20 条の監査人に対して、独立性に

ついての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに独立監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対

応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 

 

以  上 

 



監査人事業監査報告書 

 

監査人は、2024年 4月 1日から 2025年 3月 31日までの第 2期事業年度の認定設置運

営事業者等が行う設置運営事業等に関して、監査人事業監査報告書を作成し、以下のとお

り報告いたします。 

 

1. 監査人の監査（財務報告書に係るものを除く）の方法及びその内容 

監査人は、取締役、内部監査担当その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び

監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 重要な決裁書類を閲覧し、当社の事務所等において設置運営事業等及び当該認定

設置運営事業者等の財産の状況を調査いたしました。 

② 代表取締役から設置運営事業等の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

2. 監査の結果 

（１） 設置運営事業等の監査結果 

① 認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等に関する不正の行為又は法令若しく

は定款に違反する重大な事実は認められません。 

 

2025年 6月 19日 

 ＭＧＭ大阪株式会社                   監査役 和田幸夫   

 



監査人財務監査報告書 

 

監査人は、2024年 4月 1日から 2025年 3月 31日までの第 2期事業年度の認定設置運

営事業者等の財務報告書に関して、監査人財務監査報告書を作成し、以下のとおり報告い

たします。 

 

1. 監査人の監査の方法及びその内容 

監査人は、取締役、内部監査担当その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び

監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 重要な決裁書類及び財務報告に係る内部統制評価に関する資料を閲覧し、当社の

事務所等において設置運営事業等及び当該認定設置運営事業者等の財産の状況を

調査いたしました。 

② 代表取締役から設置運営事業等の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

③ さらに、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、監査法人から「職務の遂行が適正に

行われることを確保するための体制」（特定複合観光施設区域整備法に基づく設置

運営事業等の監査及び会計に関する省令第 33条第 1項各号に掲げる事項）を「監

査に関する品質管理基準」（平成 17年 10月 28日企業会計審議会）等に従って整

備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

2. 監査の結果 

（１） 財務報告書の監査結果 

① 財務報告書（個別財務諸表を除く）は、法令及び定款に従い認定設置運営事業者

等の状況を正しく示しているものと認めます。 

② 個別財務諸表についての有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

 

2025年 6月 19日 

 ＭＧＭ大阪株式会社                   監査役 和田幸夫   
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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　代表取締役 エドワード・バウワーズ及び代表取締役 高橋 豊典の両名は、当社の財務報告に係る内部統制の整備

及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財

務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本

的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

　なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年３月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

　本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その

結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され

た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点

について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

　財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定い

たしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全

社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は開業準備段階にあり単一事業であるため、当社全体を

「重要な事業拠点」として評価の範囲としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大き

く係る勘定科目に至る業務プロセスとして、特定複合観光施設の整備に係る一連の資金調達、経費支出、固定資産投

資（建設仮勘定の計上）に係る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高

く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを評価対象に追加しております。

３【評価結果に関する事項】

　上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし

た。

４【付記事項】

　付記すべき事項はありません。

５【特記事項】

　特記すべき事項はありません。
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１【財務報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役　エドワード・バウワーズ及び代表取締役　高橋　豊典は、当社の第２期（自　2024年４月１日　

至　2025年３月31日）の財務報告書の記載内容が特定複合観光施設区域整備法令に基づき適正に記載されていること

を確認しました。

２【特記事項】

　特記すべき事項はありません。
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ＭＧＭ大阪株式会社 

  



ＭＧＭ大阪株式会社  定  款 

 

第 1章 総 則 

 

第 1条 （商号） 

 当会社は、ＭＧＭ大阪株式会社と称し、英語では MGM Osaka Corporationと

表示する。 

 

第 2条 （目的） 

 当会社は、特定複合観光施設区域整備法に基づく下記の事業を営むこと

を目的とする。 

(1) カジノ施設の設置運営 

(2) 国際会議場施設の設置運営 

(3) 展示施設及び見本市場施設その他の催しを開催するための施設の設

置運営 

(4) 日本国の観光の魅力の増進に資する施設の設置運営 

(5) 日本国内における観光旅行の促進に資する施設の設置運営 

(6) 宿泊施設の設置運営 

(7) 飲食施設、エンターテインメント施設、リテール施設、スパ施設及び

これらと類似する施設の設置運営 

(8) 前各号に附帯又は関連する一切の事業 

 

第 3条 （本店の所在地） 

 当会社は、本店を大阪府大阪市に置く。 

 

第 4条 （機関） 

 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

(1) 監査役 



(2) 会計監査人 

 

第 5条 （公告の方法） 

 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

 

第 2章 株 式 

 

第 6条 （発行可能株式総数） 

 当会社の発行可能株式総数は 1,200 万株とし、すべて普通株式とする。 

 

第 7条 （株券の不発行） 

 当会社は、株式にかかる株券を不発行とする。 

 

第 8条 （株式の譲渡制限） 

 当会社の株式の譲渡による取得については、取締役全員の承認を要する。

ただし、当会社の株式の担保権者が当該担保権を実行した場合（法定の手続によ

るもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代位弁済による実行を含む。）

の当該担保権者又は当該担保権者が指定する者に対する譲渡による株式の取得

については、取締役全員の承認があったものとみなす。 

 

第 9条 （基準日） 

1. 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主

（以下「基準日株主」という。）をもって、その事業年度に係る定時株主総会に

おいて株主の権利を行使することができる株主とする。 

2. 前項にかかわらず、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社

は、基準日後に募集株式の発行等、吸収合併、株式交換又は吸収分割等により当

会社株式を取得した者の全部又は一部を、取締役の過半数の決定により、当該定

時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。 

3. 第 1項のほか、必要ある場合は、取締役の過半数の決定によって 2週間

前に公告して臨時に基準日を定めることができる。 



 

第 3章 株主総会 

 

第 10 条 （招集の時期） 

 定時株主総会は、毎事業年度の終了後 3ヶ月以内に招集する。臨時株主

総会は必要に応じて招集する。 

 

第 11 条 （招集者・議長） 

1. 法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会は、取締役の一人が招集

し、他の取締役が議長となる。 

2. 前項で定めた取締役が議長を務めることができない場合には、他の取締

役がこれにあたる。 

 

第 12 条 （株主総会の招集通知） 

1. 株主総会の招集通知は、株主名簿に記載又は記録された各株主に対し株

主総会の日の 1週間前までに発送しなければならない。 

2. 株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集期間を短縮し又は招

集の手続きを経ることなく開催することができる。 

3. 株主総会招集通知には、株主総会の日時及び場所その他法令に定める事

項を記載又は記録する。 

 

第 13 条 （決議の方法） 

1. 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議

決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主又はその代理

人が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

2. 会社法第 309条第 2項によるべき特別決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の 3 分の 2 以上を有する株主又はその代理人が出席し、そ

の議決権の 3分の 2以上に当たる多数をもってこれを行う。 

 



第 14 条 （書面等による株主総会決議） 

 取締役又は株主が株主総会の決議の目的である事項について提案をし

た場合において、当該事項につき議決権を行使することができる株主の全員が

書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決す

る旨の株主総会の決議があったものとみなす。 

 

第 15 条 （議決権の代理行使） 

1. 株主は代理人によって、議決権を行使することができる。代理人は、株

主たることを要しない。 

2. 前項の場合、株主又は代理人は各総会ごとに当会社に対して委任状を書

面又は書面に代えて電磁的方法により提出しなければならない。 

 

第 16 条 （株主総会議事録） 

 当会社の株主総会の議事録は、法令の定めに従い、日本語で作成してそ

の英訳を付す。 

 

第 4章 取締役及び代表取締役 

 

第 17 条 （取締役の員数） 

 当会社の取締役は、2名とする。 

 

第 18 条 （取締役の資格） 

 取締役は、当会社の株主が指定する者の中から選任する。ただし、必要

があるときは、株主が指定する者以外の者から選任することを妨げない。 

 

第 19 条 （取締役の選任） 

1. 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によっ

て選任する。 



2. 取締役の選任については、累積投票によらない。 

 

第 20 条 （取締役の任期） 

1. 取締役の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

2. 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された

取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 

 

第 21 条 （代表取締役） 

 当会社に取締役が 2名以上ある場合は、各取締役がそれぞれ会社を代表

する。 

 

第 22 条 （取締役の報酬等） 

 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 

 

第 5章 監査役 

 

第 23 条 （監査役の員数） 

当会社の監査役は、1名以上とする。 

 

第 24 条 （監査役の選任） 

監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって

選任する。ただし、取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する

には、監査役（監査役が 2名以上ある場合は、その過半数）の同意を得なければ

ならない。 

 



第 25 条 （監査役の任期） 

1.  監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

2.  任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時までとする。 

 

第 26 条 （監査役の報酬等） 

監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

 

第 27 条 （監査役の責任免除） 

 当会社は、任務を怠ったことによる監査役の損害賠償責任について、当

該監査役が職務を行うにあたり善意にしてかつ重大な過失がない場合には、会

社法第 425 条第 1 項の規定により免除することができる額を限度として、取締

役の過半数の同意によって免除することができる。 

 

第 28 条 （監査役との責任限定契約） 

 当会社は、監査役との間で、会社法第 423条第 1項の監査役の責任につ

いて、当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、会

社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結する

ことができる。 

 

第 6章 会計監査人 

 

第 29 条 （会計監査人の選任） 

会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。ただし、株主総会に提

出する会計監査人選任に関する議案の内容は、監査役（監査役が 2 名以上ある

場合は、その過半数）が決定する。 

 



第 30 条 （会計監査人の任期） 

1.  会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

2.  会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかった

ときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 

 

第 31 条 （会計監査人の報酬等） 

会計監査人の報酬等は、監査役（監査役が 2名以上ある場合にあっては、

その過半数）の同意を得て定める。 

 

第 7章 計 算 

 

第 32 条 （事業年度） 

 当会社の事業年度は毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

 

第 33 条 （剰余金の配当） 

 当会社の剰余金は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決

議によってこれを処分する。 

 

第 34 条 （期末配当金の支払い） 

1. 当会社は、株主総会の決議によって毎事業年度末日現在の株主名簿に記

載又は記録ある株主若しくは登録株式質権者に金銭による剰余金の配当（以下

「期末配当金」という。）を支払う。 

2. 前項のほか、株主総会の決議により剰余金の配当をすることができる。 

3. 期末配当金は、その支払い提供の日から満 3年を経過したときは、当会

社はその支払いの義務を免れるものとする。 

4. 期末配当金には利息を付さないものとする。 

 



第 8章 附 則 

 

第 35 条 （定款に定めのない事項） 

 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従うものとす

る。 

 

 


